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令和３年度８月定例教育委員会 会議録 

 

１ 会議の別  定例会 

 

２ 開催月日  令和３年８月１９日（木） 

 

３ 開催時間  午後１時３０分から午後４時００分 

 

４ 開催場所  昭和町中央公民館 第１会議室 

 

５ 出席委員  教育長 太 田   充 

教育長職務代理者 石 原 保 夫 

委 員  小 宮 山  稔 

委 員 山 田 由 美 

委 員  磯 部 幸 廣 

 

６ 欠席委員  なし 

 

７ 委員及び傍聴人を除く会議室に出席した職員の職氏名 

学校教育課長  神 澤 卓 見 

生涯学習課長  山  本   靖 

教育指導監   雨  宮   洋 

学校教育課総務係長 細 田 忠 司 

学校教育課主任 輿 石 尚 美 

 

８ 出席した長及びその事務局の職員の職氏名 

 

９ 傍聴人  なし 

 

10 会議の概要 

 

開 会 

 （１）開会 

（２）前回会議録の承認 

 （３）教育長の報告 

・８月実施四校会の報告について 

・新型コロナウイルス感染症の対策・対応について 

・ＧＩＧＡスクールの進捗状況について 

・常永小・押原中学校増築工事について 

・生涯学習課事業及び所管の施設状況等について 

・その他 
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（４）諸報告（各課等の報告） 

①生涯学習課（各種事業、今後の事業予定他） 

②学校教育課（      〃      ） 

（５）議事（会議に付した議案） 

１）就学援助費支給認定について 

２）その他 

にじいろ教室の移転について 

 （６）その他 

     

 

11 議案となった動議を提出した者の氏名 なし 

 

12 議事 

 

教育長 

 

 

輿石主任 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育長 

 

 

 

山田委員 

 

議事に移ります。 

１）就学援助費支給認定について、事務局よりお願いします。 

 

令和３度就学援助認定審査資料と認定基準対象者一覧の名簿をご覧

ください。 

本町では教育基本法第４条第３項および学校基本法第１９条により、

昭和町就学援助費支給要綱を定め、これに基づき経済的理由により就学

困難と認められた児童生徒および就学予定者の保護者に対し就学にか

かる費用の一部を援助しています。学用品費、校外活動費、新入学児童

生徒の就学準備費、修学旅行費、通学用品費、政令に定める医療費、学

校給食費について支給を行っています。毎年度９月と３月の年２回、口

座振り込み、または現金を手渡しにて支給しています。今年度の学校給

食費については、昨年度に引き続き就学援助の認定を受けた者は無償と

なります。また、認定条件について、昨年度は新型コロナウイルス感染

症拡大を受け年度途中での収入の状況や面談等を行い判定しましたが、

例年の審査基準へと戻しました。 

初回の認定につきましては、８月教育委員会にて審査し認定をしてい

ますが、４月から１年間の認定となります。認定してよろしいか審議を

お願いします。 

 

（資料を用いて詳細説明、審議） 

 

このことついて、ご意見、ご質問ありますか。 

無いようですので、資料のとおり認定しますがよろしいでしょうか。 

（異議なく承認。） 

 

 昨年度と比べて認定者は増えているのでしょうか。 
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輿石主任 

 

教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山田委員 

 

 

教育長 

 

 

 

山田委員 

 

教育長 

 

 

小宮山委員 

 

 

 

 

教育長 

 

 

小宮山委員 

 

 

雨宮指導監 

 

 

山田委員 

 

 

教育長 

 昨年も概ね同じくらいの認定数になっております。 

 

２）その他についてですが、中央市と昭和町で共同設置しています「に

じいろ教室」ですが、現在の中央市の建物については、取壊しをするた

め移転をしなければなりません。町長からは「町単独の設置」も含め、

移転について委員の皆さんのご意見を伺いたいとのことです。 

中央市からは教室の場所について、市内では設置する所がないとの相

談がありました。昭和町では、山梨中央銀行の西条支店の建物を子ども

のための施設として利用する案がありますが、中央市で設置場所が見つ

からなければ、昭和町に通ってくることも考えられますがいかがでしょ

うか。 

 

今の場所が無くなるのであれば、昭和町の案でいいと思いますが中銀

の建物全部を使うのでしょうか。 

 

建物内に立ち入っていないので詳細は不明ですが、２階建てになって

いるようです。全部使う必要はないと考えていますが、２階のフロアを

利用する方が落ち着いた空間が作れますのでいいかと思います。 

 

 １階の利用方法は何かあるのですか。 

 

 まだ詳細については決まっていません。先ず、にじいろ教室としての

利用を検討しているところです。 

 

以前に母子の関係施設になると聞いたこともありますが、分けて利用

できますし、いろいろな事情の子どもが利用するので、場所的にもいい

と思います。建物内での１階、２階の使い分けは、児童生徒と母子とで

あまり関わりもないのでいいと感じます。 

 

中銀の施設の使い方は詳細に決まっておらず、子どものための施設に

したいとのことです。 

 

今、昭和町の利用者が４名ということで、常時通っている子が１名で

よろしいですか。 

 

現在は、その通りです。中央市の子は１０数名となっています。昭和

町内の施設となれば、利用人数も変わってくると思います。 

 

アスベストが使用されていたと思いますが、どうなったのでしょう

か。 

 

既に撤去、処理されています。 
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小宮山委員 

 

 

教育長 

 

山田委員 

 

教育長 

 

 

小宮山委員 

 

石原職務代理 

 

教育長 

 

 

磯部委員 

 

教育長 

 

小宮山委員 

 

 

 

石原職務代理 

 

教育長 

 

 

石原職務代理 

 

神澤課長 

 

 

石原職務代理 

 

教育長 

 

 

 

 

子どものための施設であればいいと思いますが、地域の話しで聞いて

いた利用形態とは少し違っているので、丁寧な説明が必要と思います。 

 

にじいろ教室の場所としては、いかがでしょうか。 

 

中央銀行以外には候補地はあるのですか。 

 

昭和町の単独設置であれば、現在コロナワクチンの予約センターとし

て使っている西条交番跡地の建物があります。 

 

人数が少なければ、そこでもいいですね。 

 

いつまで予約センターとして使っているのですか。 

 

コロナワクチンの予約センターですので、当面はそのまま使っていく

と思いますが、最終いつまで使うのかは、まだはっきりしていません。 

 

交番施設は、スペースとしてはどうですか。 

 

昭和町の子どもだけでしたら丁度いい広さだと思います。 

 

中銀の方は駐車場も広いし、遠くから通ってくるにはいいと思いま

す。昭和町の子どもが自転車で通ってくるのであれば、交番の方でもい

いと思います。 

 

中銀の施設も場所的にはいいですね。 

 

中銀の施設ですと、１階、２階とありますのでいろいろな利用方法が

考えられます。 

 

先生方の採用などは今後、昭和町がしていくのですか。 

 

事務手続き等は昭和町が主体で行うことになると思います。その場合

は、負担金を中央市に請求し事業執行していくことになります。 

 

中央市と別々に設置という可能性もあることでよろしいですか。 

 

中央市の教育長とも話をしなければなりませんが、なるべく早い段階

で結論を出す必要があります。 

単独設置か共同設置かは、今後、決めていきますが場所としては町内

施設でよろしいでしょうか。 

（異議なく承認。） 
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教育長 その他について、他に何かありますか。 

無いようですので、議事を終わります。 

 

－閉会 午後４時００分－ 

 

次回の定例教育委員会は令和３年９月１６日（木）午後１時３０分から開催します。 


